
宮城県議会がん対策推進に係る条例検討会

                  日 時：令和６年１月２３日（火）

                     午前９時３０分から

                  場 所：議会庁舎４階 第２会議室

次  第

１ 開会

２ 正副座長互選

３ 会議の公開について

４ 条例検討の理由について

５ 検討スケジュールについて

６ その他

７ 閉会
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宮城県議会がん対策推進に係る条例検討会 委員名簿

自由民主党・県民会議 石 川 光 次 郎

              村 上  智 行

              渡 辺  勝 幸

              伏 谷  修 一

みやぎ県民の声     小 畑 仁 子

日本共産党宮城県会議員団 ふなやま 由 美

公明党県議団      大 池 康 一

立憲・無所属クラブ   か っ ち    恵

（令和５年１２月１９日指名）



資料１

宮城県議会がん対策推進に係る条例検討会運営要綱

  （設置）

第１  がん対策の推進等を目的とする条例案について協議するため、宮城県議会に、がん

対策推進に係る条例検討会（以下「検討会」という。）を置く。

  （構成）

第２  検討会は、議員のうちから各会派の推薦を受けて議長が指名する委員をもって構成

する。

  （期間）

第３  検討会の設置期間は、設置の日から令和７年３月３１日までとする。

  （座長及び副座長）

第４  検討会に、座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２  座長は、検討会の事務を総理する。

３  副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職

務を代理する。

  （会議）

第５  検討会は、座長が招集し、これを主宰する。ただし、第１回目に開催される検討会

は、議長が招集する。

２  検討会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３  委員は、やむを得ない理由により検討会に出席できない場合は、その代理者を検討会

に出席させることができる。

  （協議事項）

第６  検討会は、次に掲げる事項について協議する。

  (1) がん対策の推進等を目的とする条例案の策定に係る事項

  (2) その他座長が必要と認める事項

  （議長への報告）

第７  座長は、検討会の協議の経過及び結果を議長に報告するものとする。

  （会議録）

第８  座長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

  (1) 開催日時及び場所

  (2) 出席委員の氏名

  (3) 議題及び議事の要旨

  (4) その他座長が必要と認める事項

  （委任）

第９  この要綱に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、座長が検討会

に諮って定める。

    附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年１２月１９日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、委員の任期満了の日をもって、その効力を失う。





資料３

検討スケジュール（案）

令和７年２月定例会上程（想定）

時 期（例） 検討会 手 続

R6.1 月下旬

2 月定例会中～

6 月定例会中

7 月中旬～

8月中旬

9 月定例会中

10 月中旬

10月中旬～

11月中旬

11 月定例会中～

R7.1 月

2 月定例会中

3 月下旬

3月下旬

 
 
 
 
 

数

回 
 
 

 
 
 
 
 

数

回

 
 
 
 
 

 
 
 

数

回

正副座長互選

パブリックコメント用骨子案の作成

・ 執行部・参考人意見聴取

・ 委員間討議

・ 議長の承認

・ 各会派政務調査会長会議：骨子案の説明

パブリックコメント①の実施（骨子案）【１か月間】

パブリックコメント①回答案・条文案の作成

・ 委員間討議

・ 議長の承認

・ 各会派政務調査会長会議：条文案の説明

パブリックコメント①の結果公表（骨子案）

パブリックコメント②の実施（条文案）【１か月間】

パブリックコメント②回答案・条文案（最終）の作成

・ 委員間討議

議案の提出～審議～採決

・ 議会運営委員会（開会日前日 or一般質問最終日前日）

・ 本会議：提案理由説明、常任委員会への付託

・ 常任委員会：審査、採決

・ 本会議（最終日）：報告、採決

パブリックコメント②の結果公表（条文案）

条例公布


